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財産区に関する調査票（財産区） 

令和７年４月１日現在 

調   査   事   項  三田市三輪財産区 芦  屋  市 

１ 財 産 区 の 名 称 三田市三輪財産区 

①  芦屋市
打出
芦屋

財産区 

②  芦屋市
三条
津知

財産区 

２  財 産 の 種 類 ・ 規 模 

山  林   １０筆   ７６,５２６．００㎡ 

  雑種地  １８筆 ３６４,３４４．００㎡ 

  公衆用道路 ３筆   １ ,１２３．００㎡ 

  宅  地    ３筆    ２ ,２６５．６３㎡ 

  原  野    ６筆    ４ ,２９５．００㎡ 

  ため池   ２筆       ３９．００㎡ 

  合  計   ４２筆 ４４８,５９２．６３㎡（公簿） 

①  山 林   ２７筆  １ ,１５６,０２３．５１㎡ 

  保安林   ７筆  １ ,３３０,８６２．４９㎡ 

  公衆用道路 ３筆     ３ ,４９８．２１㎡ 

  宅  地    ２筆       ７５４．１９㎡ 

  その他   １筆       １７１．９０㎡ 

  合  計   ３８筆 ２ ,４８６,８８６．００㎡（公簿） 

②  保安林   ７筆  ２ ,９４５,２６８㎡（公簿） 

     （神戸市域・神戸市と共有， 

       持分神戸市７／９，財産区２／９） 

３  財 産 区 に 関 す る 条 例 等 
三田市三輪財産区議会設置条例 

三田市三輪財産区議会会議規則 

①  ○芦屋市
打出
芦屋

財産区共有財産管理委員会条例 

  ○芦屋市
打出
芦屋

共有山入山取締規則 

②  なし  

４  財 産 区 管 理 上 の 組 織 
①  三田市三輪財産区議会 ①  共有財産管理委員会(諮問機関) 

②  三田市三輪財産区協議会 ②  財産区協議会 

５  管 理 委 員 の 選 任 ・ 任 期 

〇区議員は、選挙により選出され、市議会議員の選挙権を有

する者で年齢満２５年以上のものが被選挙権を有する。 

〇任期 ４年（定数１０名） 

  ○市議会議員の被選挙権を有する者の中から市長が選任  

①   （委員長は委員の互選，副委員長は委員長が任命） 

  ○任期 ４年（定数１５名） 

②  選任・任期とも協議会で決定 

６  管 理 委 員 の 報 酬 

議長  年額３４９，２００円（月額２９，１００円） 

副議長 年額３２１，６００円（月額２６，８００円） 

議員  年額２９５，２００円（月額２４，６００円） 

①  日額１１，２００円（委員長１３，５００円） 

②  なし（協議会に委託料出） 

７  
管 理 委 員 会 ・ 協 議 会 の 

開 催 状 況 

【議会】  年  ２回  ①  年３～５回程度 

【協議会】 年１２回 ②  年１～２回程度 
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８  先 進 地 視 察 等 に つ い て 必要に応じて実施 

①  隔年に実施（１泊２日） 

②  なし  

９  

管
理
運
営
に
つ
い
て 

保 存 行 為  
〇所有地の維持管理（剪定、除草等） 

〇三輪会館の施設維持管理（施設修繕、照明器具更新等） 

○松くい虫防除事業 

〇山車維持管理助成金 

○各種治山工事（県事業が中心） 

○国砂防事業への用地提供（有償） 

処 分 行 為  〇財産処分に関することは，すべて区議会で同意を得る。 

○財産処分に関することは，すべて管理委員会・協議会に 

諮問。 

○主に砂防事業への用地処分。 

処 分 金 の 使 途 〇過去において処分金が発生したことはありません。 

○当該地域で実施される公共的事業及び管理運営費に充てる 

 ため，財産区積立金として積み立てる。 

〇積立金 

打出
芦屋

財産区 １５４,２２２千円 

三条
津知

財産区  ３８,２５６千円 

会 計 区 分  〇財産区一般会計 ○財産区特別会計 

事 務 局  総務部総務課  総務部総務室総務課総務係 

10 財産区と市議会との関係 特になし 

○市議会の議決を要するもの 

 ・予算  

 ・契約締結（１，５００万円以上） 

 ・財産処分（５，０００㎡以上） 

  （地方自治法９６条関係） 

11 日 常 管 理 業 務 等  

〇所有地内パトロール 

〇三輪会館の運営管理 

（指定管理：三輪会館運営委員会） 

○山林内パトロール（樹木・境界・山腹崩壊・落石危険箇所・ 

 ゴミの不法投棄の監視等） 

○境界確認・協定（水路・里道・官民間） 

 


